
書式第１２号（法第２８条関係） 

事 業 報 告 用 
 

 

 

特定非営利活動法人みらくる         

 

１ 事業の成果 

 令和 5 年度は、葛飾区を主な活動場所として事業を展開した。葛飾区柴又地域を中心として、主に観 

光客を対象として観光案内を目的とした活動と同区柴又・高砂・鎌倉・細田地域の高齢者等の移動支援 

を目的とした活動を行った。これらの活動と一体化して、環境に配慮した電動補助付 3 輪自転車の運行 

を行った。また、若者の社会参加に向けた相談及び支援に関する事業も併せて実施した。 また、令和 2 

年度より、新型コロナウィルス感染拡大に対応するプロジェクトとして買い物代行事業を継続している。 

２ 事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利活動に係る事業              （事業費の総費用【 2,293  】千円） 

定款に記載 
された 
事業名 

事業内容 日時 場所 
従事者 
人数 

受益 
対象者 
範囲 

受益 
対象者 
人数 

事業費 
（千
円） 

環境に配慮し 
た交通手段の 
運行と広告掲 
載に関する事 
業 

観光客を対象とした、観
光案内 事業と葛飾区在
住の高齢者等 を対象と
した移動支援事業を、 環
境保全の普及や啓発、目
的と した、電動補助付 3 
輪自転車の 運行と広告
掲載に関する事業 と一
体化して行った。 
 

令和  ５

年 ４ 月

１日～令 

和 ６ 年 

３月  ３

１ 日 

東 京 都 

葛 飾 区 

３人 

①ドライ

バー②観

光客等③

高齢者等

④広告掲

載を行う

企業等 

①3人 
②79人 
③578人 
④1団体 

532 

市民活動、コ 
ミュニティビ 
ジネスの推進 
に関する事業 

かつしか市民活動ネット
への 参加、子ども若者応
援ネットへ の参加、大学
研究機関への協力 等 

１人 

葛 飾 区 内

外 の 団 体

や個人 

3団体 6 

その他この団 
体の目的を達 
成するために 
必要な事業 

葛飾区内在住の高齢者等
への 買い物代行事業 ４人 

葛 飾 区 内

の 独 居 高

齢者等 

61人 37 

若者の社会参 
加に向けた相 
談及び支援事 
業 

社会参加に困難を抱える
若者 や保護者を対象と
した訪問活 動、安心して
過ごす事のできる 居場
所運営活動及び相談支援 
活動、各種講演会と相談
会等を 行った。 
 

１５人 
葛 飾 区 内

の若者   
1,301人 1,718 
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